
暮
ら
し

夏
休
み
レ
ス
パ
イ
ト
事
業

場場　
身
体
障
害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
た
ん
ぽ
ぽ
、
く
す
の
き

園
、
つ
く
し
作
業
所

内内　
夏
休
み
期
間
中
、
身
体
障
害

お
よ
び
知
的
障
害
の
あ
る
子
ど
も

に
日
常
生
活
訓
練
を
提
供
す
る
と

と
も
に
、
介
護
者
が
休
養
す
る
た

め
の
事
業
で
す
。

利
用
日
数　
５
日
以
内

※ 

申
込
多
数
の
場
合
、
希
望
に
沿

え
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

対対　
市
内
在
住
の
①
特
別
支
援
学

校
・
学
級
の
中
学
部
お
よ
び
高
等

部
に
在
籍
す
る
知
的
障
害
児
・
者
、

身
体
障
害
児
・
者
、
②
特
別
支
援

学
校
・
学
級
の
小
学
部
の
第
４
～

６
学
年
に
在
籍
す
る
重
症
心
身
障

害
児
、
重
度
重
複
障
害
児
な
ど

※ 

施
設
に
よ
り
対
象
者
は
異
な
り

ま
す
。

￥￥　
１
日
547
円
（
利
用
料
）
お
よ

び
給
食
費
な
ど
の
実
費

申申　
６
月
12
日
㈮
ま
で
に
、印
鑑
、

刈
谷
市
地
域
生
活
支
援
事
業
受
給

者
証
（
お
持
ち
の
人
の
み
）
を
持

参
し
て
、
福
祉
総
務
課
へ
。

※ 

７
月
上
旬
に
利
用
決
定
の
連
絡

を
し
ま
す
。

※ 

送
迎
・
入
浴
サ
ー
ビ
ス
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※ 

各
施
設
で
担
当
者
に
よ
る
面
接

や
事
前
実
習
が
必
要
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
・
介
護

※ 

医
療
的
ケ
ア
が
必
要
な
人
は
医

師
の
指
示
書
が
必
要(

身
体
障

害
者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

た
ん
ぽ
ぽ
に
限
る)

で
す
。

問問　
福
祉
総
務
課
（
☎
62
‐
１
２

０
８
）

Net

119
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
の

利
用
登
録
説
明
会
を

実
施
し
ま
す

時時　
７
月
12
日
㈰　
10
時
～
12
時

場場　
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

対対　
碧
海
５
市
在
住
、
在
勤
ま
た

は
在
学
で
、
聴
覚
・
言
語
機
能
な

ど
の
障
害
に
よ
り
、
音
声
に
よ
る

119
番
通
報
が
困
難
な
人

持持　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
GPS

機
能
付
携
帯
通
信
端
末
（
パ
ソ
コ

ン
な
ど
一
部
端
末
は
不
可
）

問問　
衣
浦
東
部
広
域
連
合
通
信
指

令
課
（
☎
63
‐
０
１
３
８
・
F

63

‐
５
７
３
１
）

認
知
症
介
護
家
族
交
流
会

時時　
６
月
17
日
㈬　
13
時
30
分
～

15
時
30
分

場場　
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー

内内　
介
護
負
担
の
軽
減
、
安
定
し

た
在
宅
生
活
を
送
る
た
め
の
家
族

同
士
の
情
報
交
換
や
相
談

対対　
認
知
症
の
人
を
介
護
し
て
い

る
家
族

￥￥　
100
円

問問　
長
寿
課
（
☎
62
‐
１
０
６
３
）

市
民
健
康
講
座

▪
骨
粗
し
ょ
う
症
薬
の
い
ろ
い
ろ

時時　
７
月
１
日
㈬　
13
時
30
分
～

14
時
30
分

講講　
野
村
圭
吾
氏
（
薬
剤
師
）

▪
カ
ラ
ダ
の
健
康
は
お
口
か
ら
！

オ
ー
ラ
ル
フ
レ
イ
ル
を
予
防
し
よ
う

時時　
７
月
９
日
㈭　
13
時
30
分
～

14
時
30
分

講講　
中
村
好
徳
氏
（
歯
科
医
師
）

※ 

カ
ン
ガ
ル
ー
ル
ー
ム
で
１
歳
以

上
の
未
就
学
児
を
お
預
か
り
し

ま
す
（
定
員
あ
り
）。
６
月
23
日

㈫
ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
。

【
共
通
】

場場　
総
合
健
康
セ
ン
タ
ー

対対　
市
内
在
住
の
人

定定　
各
80
人
（
先
着
順
）

持持　
筆
記
具

申
問
申
問　
６
月
５
日
㈮
か
ら
、
電
話

（
23
‐
８
８
７
７
）
で
保
健
セ
ン

タ
ー
へ
。

健
康
・
医
療

平成31年度情報公開請求および個人情報開示請求の実施状況

問問　総務文書課（☎62-1005）

情報公開請求

請求件数
決定状況

取下げ
全部公開 部分公開 非公開

50 30 17 3 0

1 請求件数 50件
2 公開・非公開の決定件数

実施機関 請求件数
市�長（Ａ） 49

内
　
　
訳

企画財政部 21
総務部 3
市民活動部 3
福祉健康部 5
次世代育成部 4
産業環境部 1

実施機関 請求件数

内
　
訳

建設部 7
都市政策部 2
水資源部 3

教育委員会（B） 1
合計（Ａ＋Ｂ） 50

3 審査請求の件数 0件
4 実施機関別の請求状況

個人情報開示請求

請求件数
決定状況

取下げ
全部開示 部分開示 非開示

21 12 5 4 0

1 請求件数 21件
2 開示・非開示の決定件数

実施機関 請求件数
市�長 21

内
　
　
訳

総務部 1
市民活動部 17
福祉健康部 3
合計 21

3 審査請求の件数 ０件
4 実施機関別の請求状況

訂正とお詫び

問問　健康推進課（☎23-8877）

　市民だより5月15日号P10「新型コロナウイルス感染症が心配なときは」の記事について、市民だより作成後に
厚生労働省が示す、相談・受診の目安に変更がありましたので、訂正してお詫びします。詳しい変更内容につきま
しては、市HH「5月15日号かりや市民だよりの訂正について」をご覧ください。

市民だより　2020.6.1 8


